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新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書の交付について 

１ 概要 

 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書（以下「接種証明書」とい

う。）は、予防接種法施行規則附則第18条の２の規定に基づき、第１号法定

受託事務である新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事務の一手続

として、市区町村が住民に対して実施したワクチン接種の記録等について、

接種者からの申請に基づき、当該ワクチン接種を実施した市区町村において

発行し交付するもの（別紙１（国の説明資料）参照） 

２ 対象者 

  新型コロナウイルス感染症に係るワクチンを接種した時点で福生市に住民

登録があった者 

３ 発行部署 

  市民部総合窓口課 

４ 交付事務 

接種証明書の交付は、次のとおり行う。 

(１) 申請 

ア 申請の受理 

  申請者は、窓口又は郵送により申請を行う。なお、接種証明書の発行

は海外渡航での活用を想定し、渡航先の国・地域を明記させるとともに、

旅券の提示を求め、真に必要な場合のみに申請できるものとする。 

イ 申請時に提出を求める物 

(ア) 必須書類 

   ・申請書（別紙２） 

   ・旅券（パスポート）（有効期限内のものに限る。）      

(イ) 紛失していない限り提出を求める物 

   ・接種券（ワクチン接種を受ける際に使用したシール台紙） 
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   ・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時）又は新型コロ

ナウイルスワクチン接種記録書（ワクチン接種をした際にワク

チンのロット番号等のシールを貼り付けた物） 

(ウ) その他必要に応じて提出を求める物 

   ・委任状（代理人による請求の場合） 

   ・旧姓・別姓・別名の確認のとれる本人確認書類 

 ※郵送での申請も可能。郵送の場合には、原則として申請書をホームペー

ジから印刷し、必要事項を記載の上、必要書類のコピーと一緒に、氏名

と送付先住所が記載された本人確認書類の写し、84円以上の切手を貼り

返送先住所を記載した返信用封筒を同封し郵送していただく。 

(２) ワクチン接種記録との照会及び確認 

  接種券番号、マイナンバー又は氏名・生年月日・性別の３情報のいずれ

かによりワクチン接種記録システム（ＶＲＳ：Vaccination Record Syste

m（以下「ＶＲＳ」という。））にて接種記録を照会し、申請書及び提出

を求めた書類との照合により確認を行い、必要があればＶＲＳに登録又は

補正を行う。    

(３) 接種証明書（別紙３）の交付 

  旅券に記載された追加情報（国籍、旅券番号）の入力を行い、交付する。

なお、改ざん防止対策のため、接種証明書は改ざん防止用紙を用いる。  

※接種証明書の発行にはＶＲＳにて、接種記録の確認を行うか、接種済証、

接種記録書にて接種の確認を行う必要がある。ＶＲＳへの登録には、医

療関係者、五輪関係者は３か月程度、職域に関しては２か月程度必要と

なり、接種済証等の接種記録を確認できる書類を申請者が紛失している

場合などには、接種記録の確認が本人の陳述のみとなるため、ＶＲＳに

登録されるなど事実確認を行えるまで、発行に時間を要する場合がある。 
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５ 手数料 

  無料 

  予防接種法に基づく法定受託事務である新型コロナワクチン接種と一体的

な事務として行うことを踏まえ、発行に係る事務費は国費で措置することと

なり、当分の間、申請者への手数料は求めないこととする。 

６ 発行開始予定日 

  令和３年７月26日（月曜日） 

７ 根拠法令  

  予防接種法施行規則 

附則第十八条の二 法附則第七条第一項の規定による予防接種を行った

者は、当該予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情によ

り、第四条第一項の予防接種済証とは別に当該予防接種を受けたこと

を証する書類（以下この条において「予防接種証明書」という。）を

求めるものに対して、これを交付するものとする。 

２ 前項の予防接種証明書の様式は、様式第三とする。 

（施行期日 令和３年７月26日） 

８ 周知・広報について 

(１) ホームページ 

(２) 令和３年８月１日付け市広報  

９ その他 

(１) 海外渡航で必要な方のみに発行を行う。 

(２) 当分の間、書面での交付となるが、将来的には電子化を目指す。 
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